様式第６号（第４条関係）

　　年　　月　　日
(施主名)
　　　　　　　　　　　　様


登録番号　　　　　　　　　　　　　　
納材業者　　住所　　　　　　　　　　　　　　
（製材業者）　名称　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　
電話番号（　　　　　）　　－　　　　


市産木材使用証明書


貴方の建築物等に使用する市産木材等については、当社が製材・納材したもので、その材積等は下記のとおりであることを証明します。

記
１．木材使用量
	区分
	県産木材
	外材
他県産木材
⒟
	
合　計

⒠=⒞+⒟
	
県産木材
使用割合
⒞÷⒠×100
	市産木材
使用割合
⒜÷⒞×100

	
	市産
木材
⒜
	市外産
木材
⒝
	計

⒞=⒜+⒝
	
	
	
	

	構造材
下地材
造作材
内外装材
外構材
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	㎥
	％
	％


（注１）木材使用量は小数第４位まで記載して下さい。
[bookmark: _GoBack]（注２）木材使用割合は少数第１位以下を切り捨て整数で記載して下さい。
（注３）県産木材とはしまねの木認証要領に基づき「しまねの木認証センター」が認証した「しまねの木」をいう。
（注４）市産木材とは県産木材のうち、次の木材をいう。
・区分①：雲南市内の山林で生産された原木を製材加工した木材
　・区分②：島根県内の山林で生産された原木を雲南市内において製材加工した木材



２．木材使用量明細
	区分
	木材使用量（㎥）
	市産木材の
区分

	部材名
	樹種名
	県産木材
	外材
他県産木材
	合　計
	

	
	
	市産木材
	市外産木材
	
	
	

	　構　造　材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	下地材・造作材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	内外装材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	外構材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合計
	⒜
	⒝
	⒟
	⒠
	


（注１）部材名から記載して下さい。
（注２）木材使用量は小数第４位まで記載して下さい。
（注３）市産木材の区分①については、製材加工した原木が雲南市内の山林で生産された原木であることを証明する書類を添付して下さい。
（注４）原木の生産地、合法性の確認等を証明する書類は、検査等の求めに対応するため整備・保管して下さい。

３．クリーンウッド法に基づく合法性の確認（該当する場合✓）
　　□　上記の物件はクリーンウッド法に基づく合法性確認木材です。

